
減　推　第　8　4　号

平成21年11月30日

秋田市長　穂　積

秋田市廃棄物減量等推進審議会

会長　岡　部　勇　作　様

家庭系ごみの有料化について（諮問）

秋田市廃棄物の処理および再利用に関する条例（平成4年秋田市条例第

37号）第48条の規定に基づき、下記のとおり諮問いたしますので、ご審議

のうえ答申賜りますようお願いいたします。

記

1　諮問事項

家庭系ごみの有料化について

2　諮問理由

本市のごみ排出量は、これまでの啓発活動により一定の減量効果が現

れています。しかしながら、家庭系ごみについては、一般廃棄物処理基

本計画で掲げる目標と乗離している状況にあり、資源循環型社会や低炭

素社会の構築のためにも、さらなるごみの減量が重要な課題となってい

ます。

本市では、平成17年1月に秋田市廃棄物減量等推進審議会の答申にお

いて、ごみ減量化のために市が重点的に検討を進めるべき施策の一つと

して家庭系ごみの有料化が挙げられたこともあり、これまでに調査・検

討を進めてきたところです。

つきましては、本市における家庭系ごみ有料化について、審議いただ

きたく、諮問いたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　●

3　答申希望時期

平成22年7月上旬


